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は じ め に 

 

 

平成１１年に制定された「男女共同参画社会基本法」において、男女が性別に関わり

なく、個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が２１世紀の

最重要課題として位置づけられました。 

小樽市では、男女共同参画の推進のための基本計画である「小樽市男女平等参画基本

計画」を平成１５年３月に策定し、これに基づき各種施策を推進してまいりました。 

この度、平成２４年度に予定している「第２次小樽市男女平等参画基本計画（仮称）」

の策定に向け、市民の皆様に男女平等参画についての御意見や現状をお聞きし、課題を

把握するため、「男女平等参画に関する市民意識調査」を実施し、その結果を本報告書

に取りまとめました。 

今回の調査結果につきましては、新たな計画策定の基礎資料として活用して参ります

が、男女平等参画社会実現のための参考資料として市民の皆様にも、御利用いただける

ものと存じます。 

最後に、この調査に御協力をいただきました多くの市民の皆様に厚くお礼申し上げま

すとともに、本市における男女平等参画社会の実現に向け、一層の御理解と御協力をお

願いいたします。 

 

 

 

平成２４年２月 

 

小樽市長 中 松 義 治 
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